
 

中野区監査委員告示第６号 
 
 
 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１２項の規定に基づき、

平成２９年度定期（財務）監査、定期（工事）監査及び行政監査の結果に基づ

き講じた措置について、区長及び教育委員会から通知があったので、次のとお

り公表します。 

 
 
平成３０年９月２６日 

 
中野区監査委員 竹 内 沖 司 
同       下 田 政 廣 
同       大 内 愼 吾 
同       甲 田 百合子 

  



３０中経行第６７０号  
平成３０年９月７日  

 
中野区監査委員 様 

 
中野区長  酒 井 直 人  

 
各種監査結果の報告に係る措置状況について 

 
このことについて、平成２９年度に実施された下記の監査の結果に関する報告

を受け、当該監査結果に基づき、指摘された事項について措置を講じたので、地

方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、別紙のとおり通知いたします。 
 

記 
 
１ 監査の結果に関する報告 
（１） 平成２９年度定期（財務）監査 

（平成３０年１月３１日付、２９中監第７９６号） 

 

（２） 平成２９年度工事監査 

（平成３０年２月２１日付、２９中監第８２９号) 

 

（３） 平成２９年度行政監査 

（平成３０年３月２６日付、２９中監第８８４号） 

 

２ 指摘された事項についての措置状況 
  別紙「平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況」のとおり。 



３０中教教第９０６号 
平成３０年９月７日 

 
中野区監査委員 様 

 
中野区教育委員会 

 
 

 
監査結果の報告に係る措置状況について 

 
 

このことについて、平成２９年度中に実施された下記の監査の結果に関する報

告を受け、当該監査結果に基づき、指摘された事項について措置を講じたので、

地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、別紙のとおり通知します。 
 
 

記 
 
 
１ 監査の結果に関する報告 

(1) 平成２９年度定期（財務）監査 

（平成３０年１月３１日付、２９中監第７９６号） 

 
２ 指摘された事項についての措置状況 
  別紙「平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況」のとおり。 



平 成 ２ ９ 年 度 監 査 指 摘 事 項 一 覧 

 

監査名 指 摘 事 項 所管組織 

定期 

（財務） 

１ 契約変更を怠り、誤った金額で業者に支払を行っていたもの 
区民サービス管理部 

税務分野 

２ 誤った金額で業者に支払を行っていたもの 
区民サービス管理部 

保険医療分野 

３ 誤った単価で一時保育謝礼の支払を行っていたもの 
子ども教育部 

子育て支援分野 

４ 契約締結前に業務の履行をさせていたもの 
健康福祉部 

文化・スポーツ分野 

５ 業務の全部を再委託していたもの 
教育委員会事務局 

学校教育分野 

６ 不適正な事務処理により物品を購入していたもの 桃園第二小学校 

定期 

（工事） 

１ 工事費の積算が適切でなかったもの 
都市基盤部 

道路分野 

２ 工事施工中の安全対策が不十分であったもの 
都市基盤部 

道路分野 

行政 

１ 保証金及び敷金の管理が不適切なもの 
都市基盤部 

住宅政策分野 

２ 指定管理者を不適正に業者指定しているもの 
都市基盤部 

住宅政策分野 

３ 原状回復費用の免除の根拠が不適正であるもの 
都市基盤部 

住宅政策分野 

４ 区民住宅補修費の所有者負担額の一部を根拠なく区が負担し

ているもの 

都市基盤部 

住宅政策分野 

 



 

平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況 

 

定期(財務)監査指摘事項１ 

所 管 組 織 区民サービス管理部 税務分野 

団 体 名 

 

指
摘
の
内
容 

契約変更を怠り、誤った金額で業者に支払を行っていたもの 

 特別区民税・都民税決定通知書等印刷、印字、発送業務委託契約は、その業務内容により総価契約

部分と単価契約部分とに区分して契約締結していた。そのうち総価契約部分のデータ処理等について

は、単価を10,000円とし、予定回数を７８回として780,000円（消費税相当額を除く）とされてい

た。しかし、総価契約部分であるにもかかわらずデータ処理等の回数が７６回であったことから、契

約変更をすることなく、760,000円（消費税相当額を除く）が支払われ、20,000円（消費税相当額を

除く）が未払いとなっていた。 

 契約変更を行わず、総価契約部分としていたものの一部を支払っていなかったことは、極めて不適

正な事務処理である。 

原
因
・
理
由 

本件は、当該委託契約の初年度であり、データ処理等の回数が変動することは想定されなかったた

め、総価契約部分として契約締結したものである。しかし、実際にはデータ処理等の２回分が不要と

なり、契約数量・金額に変動を来すこととなったが、その時点で総価契約部分であることの認識がな

かったため、契約変更を行わないまま全ての支払を終えたものである。 

 本件の発生の原因としては、本契約は総価契約部分と単価契約部分とが混在した特殊な契約であ

り、支払回ごとの支払額がその都度異なるにも関わらず、支払うべき額を確実に確認する有効な方策

を講じていなかった点が挙げられる。 

講
じ
た
措
置
の
内
容 

平成２９年度分の支払にあたっては、総価契約部分について支払回ごとの支払うべき額を明記した

支払表を作成しておき、事業者から提出の請求書と突合し、金額の確認を行ってから支払を行った。

平成２９年度は契約時に想定した回数と差異はなく、適正に執行した。更に、平成３０年度分の契約

については、回数が変動した場合にも対応可能なよう、データ処理に係る費用は単価契約とすること

に仕様変更した。 
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平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況 

 

定期(財務)監査指摘事項２ 

所 管 組 織 区民サービス管理部 保険医療分野 

団 体 名 

 

指
摘
の
内
容 

誤った金額で業者に支払を行っていたもの 

事務用消耗品の購入にあたり、３者から見積書を徴取し、最も低廉（142,560 円）な事業者と契約

して消耗品が納品され、正しい金額の納品書が提出されていた。しかし、財務会計システムへの入力

は、最も金額の高い事業者の見積書（146,934 円）で誤って入力し、納品書とのチェックも怠ったこ

とにより、支払金額が過払いとなっていた。また、その後、誤りに気付くことなく年度内での是正が

されず、今回の定期（財務）監査により誤りに気付き、是正の処理が行われていた。 

財務会計システムへの入力を誤り、さらに、納品書とのチェックを怠ったことにより、支払金額を

誤ったことは、区の信用を失墜させることにもなりかねない極めて不適正な支払処理である。 

原
因
・
理
由 

３者見積もり後、支出負担行為のシステム入力時に、最も低い見積り金額を入力すべきところ、最

も高い見積り金額を誤って入力した。また起案の回付にあたって、審査担当者及び決裁者が３者分の

見積書の比較により、最も廉価であることを確認すべきところ、それを怠って決裁を行った結果、誤

った金額での契約締結に至った。 

支払時においても、システム入力内容と添付された請求書及び納品書の金額の整合について確認を

怠った結果、誤った金額での支払に至った。 

講
じ
た
措
置
の
内
容 

本件の過払い金の返還については、定期財務監査において指摘を受け、平成２９年１０月１７日に

過払いした業者に対し、差額の返還請求手続きを行った。 

再発を防止していくため、支出負担行為時には、担当者及び審査担当者、決裁者は見積書を確認し

たうえで、最も低廉な価格であること及びその金額、支払先等のチェックを徹底するよう改めて周知

した。加えて、担当者、審査担当者は、見積書の上覧に見積りの廉価順位を記載したインデックスを

貼付し、廉価順位を見える化するとともに、別途作成する「見積書チェック台帳」にサインすること

で、実効性を持った確認方式とした。 
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平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況 

 

定期(財務)監査指摘事項３ 

所 管 組 織 子ども教育部 子育て支援分野 

団 体 名 

 

指
摘
の
内
容 

誤った単価で一時保育謝礼の支払を行っていたもの 

児童虐待防止講演会及び養育家庭体験発表会の実施に伴う一時保育謝礼の支払にあたり、一時保育

謝礼を１時間につき1,200円として保育者に支払っていた。 

中野区一時保育登録要綱第１１条第１項では、登録保育者への謝礼金は、別に定める額とされ、中

野区一時保育実施の手引き（第５版）でその額を「区では保育者への謝礼として、午前・午後の時間

帯は１時間につき 1,250 円、夜間は 1 時間につき 1,560 円を支払うこととする。」とし、登録保育者

に事前周知していたにもかかわらず、一時保育謝礼の一部が未払いとなっていた。一時保育謝礼の支

払を誤っていたことは、不適正な支払処理である。 

原
因
・
理
由 

一時保育謝礼にかかる時間単価について、東京都最低賃金の引上げ等に伴い、平成２７年１０月に

1,200円から1,250円に変更されていた。  

本件は、上記時間単価が変更となっているにも関わらず、担当者が前年度の文書起案をそのまま参

照したこと、また、各決裁者も時間単価が変更されていたことを見落としていたことが原因である。 

講
じ
た
措
置
の
内
容 

対象の保育従事者に対して、謝罪を行うとともに差額の支払いを行った。今後、同様の事故が起こ

らないよう、前年度の事務処理を安易に参照せず、内容確認及び適正な積算を徹底する。 

一時保育謝礼を含む臨時職員賃金は、東京都最低賃金の改定等に伴い、年度途中においても改定す

る可能性があることから、改定の際には分野内職員に対する周知徹底を図るとともに、会計処理の各

段階において担当者、執行責任者間での確認を適切に行うこととする。    
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平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況 

 

定期(財務)監査指摘事項４ 

所 管 組 織 健康福祉部 文化・スポーツ分野 

団 体 名 

 

指
摘
の
内
容 

契約締結前に業務の履行をさせていたもの 

 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成を図るため、水泳教室を実施するにあた

り、当日の運営及び事前周知のポスター・チラシの作成を委託内容とする契約を業者指定により平成

２９年１月２６日に締結していた。 

 しかし、この契約の締結前であったにもかかわらず、申込期間を同年１月１６日からとする事前周

知のポスター・チラシの作成を事業者に依頼し納品させ、また、同日付で中野区の公式ホームページ

にも、このポスターを掲載していた。 

 契約締結前に業務を履行させたことは、極めて不適正な事務処理である。 

原
因
・
理
由 

平成２９年１月１１日の契約締結を想定して準備を進めていたが、受託事業者から提出された書類

の不備等の理由により契約手続きが遅れ、平成２９年１月２６日に契約を締結することとなった。 

このことから、本件事業の実施日が平成２９年２月４日であり、告知期間が短かったことから、告

知に関する業務については、契約締結日の前に受託事業者にポスター等の納品を履行させていた。 

講
じ
た
措
置
の
内
容 

本件指摘事項に関して、分野内各職員に周知及び注意喚起を行った。 

今後は、法令等の遵守及び、計画的な契約手続きを的確に行うため、事業実施の都度、契約手続き

処理等に関して担当内（担当者及び執行責任者間）で進捗の管理を徹底し、適正な事務処理に努め

る。 
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平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況 

 

定期(財務)監査指摘事項５ 

所 管 組 織 教育委員会事務局 学校教育分野 

団 体 名 

 

指
摘
の
内
容 

業務の全部を再委託していたもの 

 中野中学校及び谷戸小学校の自動扉保守点検業務委託について、契約締結した事業者とはそれぞ

れ異なる事業者から各学校の点検報告書が提出され、検査が行われていた。 

委託契約約款第２条第２項では、再委託の禁止について「この契約に基づく納入等の全部又は主要

な部分を一括して第三者に委託してはならない。」とされている。 

 本委託契約は自動扉の保守点検が業務の全てであり、その保守点検業務を契約締結していない事

業者が行っていたことは、極めて不適正な事務処理である。 

原
因
・
理
由 

提出された完了報告書の報告者名をよく確認しないまま受領し、再委託されていたことに気づか

なかった。   

   

講
じ
た
措
置
の
内
容 

平成 29 年度については、年度当初から、契約締結した事業者から適正な報告書を受領し、検査業

務を行っているが、今回の指摘を受け、改めて事業者とともに、主要部分の再委託はできないこと

を含め委託内容を確認した。 

今後、契約を締結する際には、契約事務規則に基づき契約内容を相互に点検し、正しい内容で契

約を履行することを確認する。また、提出された完了報告書については、受領する前に契約内容に

沿った内容となっているかを、複数の職員で確認する。また、検査を担当する職員も重責を自覚

し、しっかり点検・確認業務を行っていく。 
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平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況 

 

定期(財務)監査指摘事項６ 

所 管 組 織 桃園第二小学校 

団 体 名 

 

指
摘
の
内
容 

不適正な事務処理により物品を購入していたもの 

 郵券の購入にあたり、購入の意思決定を行うことなく、事業者に郵券の発注をして平成２８年４月

１５日に納品をさせ、使用していた。また、その後、この支払いを怠っていたことが判明し、事業者

に再度納品書を作成させ、同年８月１８日に支払を行っていた。 

 郵券の購入にあたり、明確な意思決定を行うことなく納品させていたこと、事業者に再度納品書を

作成させ支払を行っていたことは、極めて不適正な事務処理である。 

原
因
・
理
由 

 年度当初業務のために郵券が至急必要であったため、口頭で郵券購入を副校長に伝え、直ちに起票

しようと考えていたが、失念してしまった。 

 また、支払いを怠っていたことにより 7 月下旬に納品書を紛失したことに気づき、事業者に納品書

を再作成させる誤った処理を行ってしまった。    

講
じ
た
措
置
の
内
容 

未払い案件を確実に把握し支出漏れを防止するために、未払い納品書ボックスを設置するととも

に、受払簿に支出命令番号を記載する欄を設け、定期的な確認と迅速な支払いを徹底している。 

また、今後は、年度当初に郵券購入計画を作成し、それに基づく購入・支払を行っていく。 
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平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況 

 

工事監査指摘事項１ 

所 管 組 織 都市基盤部 道路分野 

団 体 名 

 

指
摘
の
内
容 

工事費の積算が適切でなかったもの 

 第六中学校跡地周辺道路整備工事（工事第２８２０９号）において、施工前の現地調査で既存の地

質調査資料と差異が確認されたため、新たにボーリング調査等の業務が発生し契約の変更が必要とな

った。ところが、その際の積算において、一部の項目で消費税相当額を重複して計上していたことか

ら、適正な価格よりも4万7,260円過大なまま変更契約を締結していた。 

 変更契約の締結は、区の積算額を提示して請負業者の承諾により行うことから、積算額がそのまま

変更契約額となる。 

 工事積算書の適切な照査にあたられたい。 

原
因
・
理
由 

本来であるなら消費税抜きの金額である 547,000 円にて計上するべきところ、消費税込みの金額で

ある590,760円にて計上したため、消費税が二重計上されてしまった。 

 積算基準単価に掲載されていない、特殊品単価や施工単価については、消費税抜きの見積りを徴収

し積算するべきところ、消費税込みの見積りを徴収し積算したことが原因である。 

講
じ
た
措
置
の
内
容 

今後、同様の誤りが発生しないよう、見積もりについては消費税抜きで徴収するよう統一した。更

に、積算のチェック体制の徹底を図り、設計者、執行責任者、統括管理者が、それぞれ入念な内容チ

ェックを行うこととした。 
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平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況 

 

工事監査指摘事項２ 

所 管 組 織 都市基盤部 道路分野 

団 体 名 

 

指
摘
の
内
容 

工事施工中の安全対策が不十分であったもの 

 道路補修工事（第２８２０７号）のうち中野区江古田四丁目地内の工事において、地盤面より２ｍ

の掘削を行い雨水取付管の取替工事を施工していたが、地盤の崩壊防止対策としての山留めの設置が

されていない状況が確認できた。 

 工事請負契約書の中に遵守すべき事項として記載されている、事故や災害等を未然に防止するため

請負業者のなすべき措置を定めた建設工事公衆災害防止対策要綱（平成５年建設省経建発第１号）で

は、請負業者は地盤を掘削する場合、地盤の状況、敷地及び周辺地域の環境条件等を総合的に勘案し

た上で掘削方法を決定し、切取り面にその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除

き、掘削の深さが１.５ｍを超える場合には原則として山留めを行うものと定めている。 

 掘削による地盤の崩壊は、人命に係わる重大な事故につながる危険がある。請負業者に対し、安全

対策を確実に実施するよう指導・監督されたい。 

原
因
・
理
由 

 本来は、作業員などの安全対策のため、規定以上の掘削などを行う場合は、山留め（土砂の崩壊や

落盤の防止）を設置した後に、支管設置等の工事作業を行うことになっており、その旨、請負業者に

も指示していた。しかし、狭い掘削内での作業であったことから、請負業者が山留めを設置しないで

作業を優先させ安全対策を怠った。 

講
じ
た
措
置
の
内
容 

請負業者に対して、規定以上の掘削などを行う場合は、山留め等の安全対策を行った後に、作業を

行うよう安全対策の徹底を、工事施工の都度指導している。 

また、区監督員も請負業者への安全対策の指導と、現場施工時の安全対策の再確認を行い、今後は

同じことが起きないよう指導・監督を徹底する。 
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平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況 

 

行政監査指摘事項１ 

所 管 組 織 都市基盤部 住宅政策分野 

団 体 名 

 

指
摘
の
内
容 

保証金及び敷金の管理が不適切なもの 

 区では、区営住宅の使用者から保証金、区民住宅の使用者から敷金として、それぞ

れ入居時に、使用料の2月分に相当する額を徴収し、使用者が区営住宅又は区民住宅

を返還する場合において、未納の使用料、共益費又は賠償金があるときは、これらの

金額を保証金又は敷金から控除したうえで、還付している。 

徴収した保証金及び敷金については、それぞれ世帯管理台帳の中の記載項目とさ

れ、管理されているが、平成２９年９月末現在の台帳記載額の合計と現に保管してい

る現金を照合したところ、区営住宅においては台帳記載額よりも現金が41万8,700円

多く、区民住宅においては同じく28万2,600円多かった。なお、この差異の原因につ

いては、確認することができなかった。 

保証金及び敷金について、台帳と現金を照合することなく放置し、その差異の原因

についても把握していないことは、使用者からの預り金である保証金及び敷金の管理

が適切に行われていないと言わざるをえない。差異の原因について、さらに調査し、

早急に確認したうえで、適切な対応を行われたい。 

原
因
・
理
由 

台帳（住宅統合管理システム）による保証金のデータ管理は、返還届が提出された

時点で返還データを入力するため、同時に台帳上でも保証金がすべて返還されたこと

になる。 

一方で、実際の保証金の清算処理は原状回復を終えた時点（返還届が提出されてか

ら６か月程先）に処理を行う。この際、台帳（住宅統合管理システム）と雑部金の残

額の突合は行っていなかった。 

この度、住宅保証金の精算について、記録が保管されている平成２５年度まで遡

り、台帳（住宅統合管理システム）と照合したところ、適切に処理が行われていた。 

差額の原因については、平成２４年度以前の保証金精算において、使用者本人から

の請求漏れや、退去後の修繕費に充てるべき公金振替を適切に処理できていなかった

ものと考えられる。 

講
じ
た
措
置
の
内
容 

現在は、台帳（住宅統合管理システム）が平成２９年２月１５日にシステム改修さ

れたことにより、保証金の返還内容が任意入力できることとなったため、残高を４半

期ごとに突き合わせて確認を行っており、差異は生じていない。差額分については歳

入に編入する。 
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平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況 

 

行政監査指摘事項２ 

所 管 組 織 都市基盤部 住宅政策分野 
団 体 名 

 

指
摘
の
内
容 

指定管理者を不適正に業者指定しているもの 

 指定管理者が管理する施設は、指定管理者の指定についての議決において定められ

ている。区は、指定管理者と締結した基本協定に基づき、指定管理業務についての必

要な事項を定める平成29年度協定において、当該議決において定められていない施設

である都営住宅（若宮三丁目アパート及び上鷺宮二丁目アパート）に設置されている

団欒室及び事務室の設備及び備品、並びに居住者用電磁調理器及び自動消火装置等の

修繕及び更新の業務を指定管理者が行うとしていた。さらに、この年度協定に基づき

本業務についての協定書を締結し、区は本業務が発生したときは、指定管理者と業務

委託契約を締結すると取り決めていた。 

年度協定で、指定管理業務以外の業務について定めていることは不適切である。 

また、その指定管理業務以外の業務を指定管理者に行わせることを協定書で定める

ことは、指定管理者との間で特命の随意契約を締結することを約していることにほか

ならず、随意契約ができる場合を定める地方自治法施行令第167条の2第1項によるこ

となく、年度協定を根拠に、このような協定書を締結することは不適正である。適正

な事務処理を行われたい。 

原
因
・
理
由 

 都営若宮三丁目アパート及び都営上鷺宮二丁目アパートについては、国のシルバー

ハウジング・プロジェクト及び都のシルバーハウジング事業に基づき整備されたもの

である。これらの住宅を整備するにあたっては、東京都と区で事業計画を定めてお

り、その中で、区が管理人を委嘱するとともに、団欒室及び事務室の設備及び備品、

並びに居住者用電磁調理器具及び自動消火装置等の修繕及び更新の業務を行うことと

しているため、中野区営住宅等指定管理者募集要項及び年度協定に基づいて別途協定

書を締結してきたところである。 

講
じ
た
措
置
の
内
容 

平成３０年度については現在のところ当該業務は発生していないが、今後、当該業

務が発生した際には、中野区契約事務規則の規定に基づき、適切に委託契約を締結す

ることとする。 
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平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況 

 

行政監査指摘事項３ 

所 管 組 織 都市基盤部 住宅政策分野 

団 体 名 

 

指
摘
の
内
容 

原状回復費用の免除の根拠が不適正であるもの 

中野区営住宅条例第20条第2項は、使用者は区営住宅を返還しようとする場合は、

自己の負担において区営住宅に設置した工作物等を撤去し、原状に復さなければなら

ないと規定している。 

所管においては、中野区営住宅返還に伴う原状回復及びあき家補修取扱要領を制定

し、使用者が行う原状回復の範囲とあき家補修費の負担区分を定めたうえで、あき家

補修は区が行うべきもののほか、使用者が原状回復すべきものを含めて区が行うもの

とし、使用者の負担分については、保証金のうちから控除し、控除しても、なお不足

するときは、使用者は直ちに不足額を納入しなければならないと規定している。 

そして、同要領第6条では、使用者が生活保護受給者、住宅使用料減免世帯又は単

身で入居していた使用者が死亡し、その親族等から返還届が提出された場合のいずれ

かに該当するときは、返還届出者の申請により原状回復及びあき家補修費本人負担金

を免除することができると定めている。平成28年度においては、３件の免除申請があ

り、合計202万8,252円を同条に基づき免除している。 

しかし、このような原状回復及びあき家補修費本人負担金の免除は、債権を無償で

消滅させる債権者の行為であることから債権の放棄に該当するものである。区が債権

を放棄できるのは、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合

及び議会の議決がある場合に限られており（地方自治法第96条第1項第10号）、同要領

の規定に基づき債権の放棄を行うことはできない。法的根拠を明らかにし、適正な事

務処理を行われたい。 

原
因
・
理
由 

 中野区営住宅条例第１５条第２項において、使用者が区営住宅を退去した際に修繕

に要する費用（以下「原状回復費用」という。）について、使用者に負担させること

が適当でないと認めたものについては、その一部又は全部を免除できる旨を規定して

おり、また、その範囲については、中野区営住宅返還に伴う原状回復及びあき家補修

取扱要領第６条において規定しているところである。 

また、東京都に確認したところ、都営住宅においても同様の規定及び運用により原

状回復費用の免除を行っているとのことである。 

講
じ
た
措
置
の
内
容 

 原状回復費用の免除の規定は中野区営住宅条例第１５条第２項により規定されてお

り、その運用については、中野区営住宅返還に伴う原状回復及びあき家補修取扱要領

に記載されている。引き続き同要領に沿って適正な事務処理を図っていく。 
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平成２９年度監査指摘事項に対する措置状況 

 

行政監査指摘事項４ 

所 管 組 織 住都市基盤部 住宅政策分野 

団 体 名 

 

指
摘
の
内
容 

区民住宅補修費の所有者負担額の一部を根拠なく区が負担しているもの 

 区民住宅の修繕については、区と所有者との賃貸借契約書において、所有者がその

負担により実施する維持・修繕は、区が定める中野区民住宅に係る修繕等の費用負担

区分一覧表及び中野区民住宅に係る損害査定基準によるものとし、退去時の住宅補修

等については、区が業者に委託して行い、所有者にその費用を請求すると定めてい

る。そして、中野区民住宅に係る損害査定基準は、退去時の住宅補修等について、故

意、過失又は善管注意義務違反による汚破損はすべて退去者負担で原状に回復するこ

と、日常生活による汚損、経年による亀裂、はく離、漏水による汚損及び結露などに

よる汚破損は所有者の負担で補修することなどとしたうえで、項目ごとに、退去者負

担内容、施工方法及び所有者負担内容を具体的に取り決めている。 

平成２８年度に区が行った退去時の住宅補修で、退去者及び所有者からの支払が終

了したものは７件で、補修費総額は612万7,920円であった。このうち退去者負担額は

86万1,428円で、残額526万6,492円は所有者の負担となるが、この所有者が負担すべ

き額のうち、天井、壁及び床の工事に要した費用の３分の２に相当する額111万220円

を区が負担していた。 

この区の負担は、賃貸借契約書及び中野区民住宅に係る損害査定基準に定めのない

ものであり、極めて不適正である。契約に基づき、適正な処理を行われたい。 

原
因
・
理
由 

平成６年の区民住宅開設時における損害査定基準では、入居者・所有者・区が、そ

れぞれ３分の１ずつ負担することを明示していたが、平成１６年９月に「賃貸住宅ト

ラブルガイドライン東京ルール」が施行されたことにより、経年劣化部分の補修費用

については、入居者から徴収することができなくなった。 

このため２３中都計第２１２９号により「中野区民住宅に係る損害査定基準」につ

いて、都の「借上型都民住宅損害査定基準」に準じて改正を行ったが、区の施策とし

てオーナーの協力を得て始めた事業であることで、途中で負担割合を変更することは

難しかったため、負担割合については記載せず、当初の損害査定基準に基づき賃貸借

契約の内容を維持することとしたため、これを運用していたものである。 

講
じ
た
措
置
の
内
容 

 上記のとおりの事業を開始時の経緯もあることから、天井、壁、床については、所

有者との負担割合を調整するうえで、区が３分の２を負担していくことを原則とし、

損害査定基準に盛り込むことを検討していく。 
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